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令和７ 年度御船町水道事業会計予算 

 

（ 総 則）  

第１ 条 令和７ 年度御船町水道事業会計の予算は、 次に定める と こ ろによ る 。  

 

（ 業務の予定量）  

第２ 条 業務の予定量は次のと おり と する 。  

 １ . 給水人口（ 給水戸数）         １ ６ ， １ ０ ０ 人（ ７ ， ２ ０ ０ 戸）  

 ２ . 年間総給水量         １ ， ９ ３ ５ ， ０ ０ ０ ㎥ 

 ３ . １ 日平均給水量            ５ ， ３ ０ ０ ㎥ 

 ４ . 主要な建設改良事業     重要給水施設間配水管耐震化事業（ 滝川、 滝尾、 七滝地区）  

 ４ . 主要な建設改良事業     管路耐震化更新事業（ 豊秋、 高木、 上野地区）  

 ４ . 主要な建設改良事業     機械電気設備更新事業（ 御船第３ 水源地、 田畑水源地他）  

 

（ 収益的収入及び支出）  

第３ 条 収益的収入及び支出の予算額は、 次のと おり 定める 。  

   収  入 

    第 １  款  水道事業収益          ４ ０ ２ ， ３ ６ ５ 千円 

     第 １  項  営 業 収 益         ３ ５ ５ ， ７ ２ ３ 千円 

     第 ２  項  営 業 外 収 益          ４ ６ ， ６ ４ ２ 千円 

支  出 

    第 １  款  水道事業費用          ３ ７ ０ ， ６ ２ ５ 千円 

     第 １  項  営 業 費 用         ３ ３ ４ ， ４ ９ ２ 千円 

          第 ２  項  営 業 外 費 用          ２ ６ ， ０ ９ ９ 千円 

     第 ３  項  特 別 損 失              ３ ４ 千円 

     第 ４  項  予  備  費          １ ０ ， ０ ０ ０ 千円 
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（ 資本的収入及び支出）  

第４ 条 資本的収入及び支出の予定額は、 次のと おり 定める 。（ 資本的収入額が資本的支出額に対し 不足する 額１ ３ ５ ， ８ ２ ２ 千円は、 当

年度資本的収支調整額３ ４ ， ６ ２ ２ 千円、 過年度損益勘定留保資金１ ０ １ ， ２ ０ ０ 千円で補てんする も のと する 。）  

   収  入 

    第 １  款  資本的収入           ３ ９ ４ ， ０ ０ ５ 千円 

     第 ３  項  補   償   金          ３ ５ ， ０ ０ ０ 千円 

          第 ４  項  企   業   債         ３ ３ ８ ， ３ ０ ０ 千円 

     第 ５  項  繰   入   金            ９ ， ７ ０ ５ 千円 

     第 ６  項  加   入   金                   １ １ ， ０ ０ ０ 千円 

      支  出 

    第 １  款  資本的支出           ５ ２ ９ ， ８ ２ ７ 千円 

     第 １  項  建 設 改 良 費         ４ １ ６ ， ６ ８ ３ 千円 

          第 ２  項  企業債償還金         １ １ ３ ， １ ４ ４ 千円 

 

（ 企業債）  

第５ 条 企債の目的、 限度額、 起債の方法、 利率及び償還の方法は、 次のと おり 定める 。             （ 単位： 千円）  

起債の目的 限度額 起債の方法 利  率 償 還 の 方 法 

上水道事業 ３ ３ ８ ， ３ ０ ０  証書借入 

年４ ． ０ ％以内 

ただし 、 利率見直し 方式

で 借入れる 政府資金及び

地方公共団体金融機構資

金について、 利率見直し を

行っ た後においては、 当該

利率見直し 後の利率。  

政府資金については、 その融資条件によ

り 、 銀行その他の場合にはその債権者と 協

定する も のによ る 。  

ただし 、 企業財政その他の都合によ り 据

置期間及び償還期限を短縮し 、 又は繰上償

還も し く は低利に借換え する こ と ができ

る 。  
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（ 一時借入金）  

第６ 条 一時借入金の限度額は、 １ ０ ０ ， ０ ０ ０ 千円と 定める 。  

 

（ 予定支出の各項の経費の金額の流用）  

第７ 条 予定支出の各項の経費の金額を流用する こ と ができ る 場合は、 次のと おり と 定める 。  

（ １ ） 営業費用 

（ ２ ） 営業外費用 

（ ３ ） 特別損失 

 

（ 議会の議決を 経なければ流用のする こ と のでき ない経費）  

第８ 条 次に掲げる 経費については、 その経費の金額を 、 それ以外の経費の金額に流用し 、 又はそれ以外の経費を その経費の金額に流用す

る 場合は、 議会の議決を 経なければなら ない。  

（ １ ） 職員給与費         ４ ８ ， ０ ９ ４ 千円 

 

（ 他会計から の補助金）  

第９ 条 水道事業の運営のため一般会計から こ の会計へ補助を受ける 金額は、 ９ ， ７ ０ ５ 千円である 。  

 
 
 
 
 

令和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 提 出 

令和 ７ 年  月  日 議 決            

 

 

御 船 町 水 道 事 業 

                                                     御 船 町 長  藤 木 正 幸 
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（ 単位： 千円）

１ ． 業務活動によ る キャ ッ シュ ・ フ ロ ー

　 　 当年度純利益 7, 143

　 　 減価償却費 144, 949

　 　 賞与引当金の増減額 287

　 　 長期前受金戻入額 △ 25, 432

　 　 受取利息及び受取配当金 △ 3

　 　 支払利息 26, 099

　 　 固定資産除却費 1, 105

　 　 未収金の増減額 △ 4, 263

　 　 未払金の増減額 △ 26, 250

　 　 その他の増減額 26, 247

　 　 小計 149, 882

　 　 利息及び配当金の受取額 3

　 　 利息の支払額 △ 26, 099

　 　 業務活動によ る キャ ッ シュ ・ フ ロ ー 123, 786

２ ． 投資活動によ る キャ ッ シュ ・ フ ロ ー

　 　 有形固定資産の取得によ る 支出 △ 381, 061

　 　 一般会計から の繰入金等によ る 収入 55, 705

　 　 投資活動によ る キャ ッ シュ ・ フ ロ ー △ 325, 356

３ ． 財務活動によ る キャ ッ シュ ・ フ ロ ー

　 　 建設改良等の財源に充てる ための企業債によ る 収入 338, 300

　 　 建設改良等の財源に充てる ための企業債の償還によ る 支出 △ 113, 144

　 　 財務活動によ る キャ ッ シュ ・ フ ロ ー 225, 156

　 　 資金増加額 23, 586

　 　 資金期首残高 235, 129

　 　 資金期末残高 258, 715

令和７ 年度 御船町水道事業会計 予定キャ ッ シュ フ ロ ー計算書（ 間接法）

（ 令和 7年 4月 1日 から  令和 8年 3月31日ま で）
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64

（ 人） （ 千円） （ 千円）

本
年
度

損益勘定支弁職員 7 56

区 分
職員数

報　 酬 通勤手当

（ 千円）

計
給　 　 　 　 与　 　 　 　 費

給　 与　 費　 明　 細　 書

　 ( １ ) 特別職

１ 　 総括

前
年
度

00
比
較

損益勘定支弁職員 0 0

64損益勘定支弁職員 7 56 8

8
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比　 　 　 較 168 63 216

前　 年　 度 162 9,229 254

28

職員手当
の内訳

区　 　 分
住居手当

期末勤勉
手　 　 当

通勤手当
時間外勤務手

当
管理職
手　 当

計

（ 千円） （ 千円） （ 千円） （ 千円） （ 千円） （ 千円）

△ 645

比
較

330 9,292 470 835 180 12,203

175

807 180 12,028

0

△ 1,442 △ 1,630 △ 3,072

本　 年　 度

資本勘定支弁職員 0 892 669 1,561 866

損益勘定支弁職員 0 △ 948 △ 494

扶養手当

（ 千円）

1,096

2,427

合　 　 　 計 0 △ 56 175 119 △ 764

資本勘定支弁職員 3 10,339 5,684 16,023 4,700 20,723

合　 　 　 計 7 22,143 12,028 34,171 11,578 45,749

5,248 21,954

前
年
度

損益勘定支弁職員 4 11,804 6,344

5,566 23,150

合　 　 　 計 7 22,087 12,203 34,290 10,814 45,104

資本勘定支弁職員 3 11,231 6,353 17,584

18,148 6,878 25,026

△ 300

1,396

　 　 ア　  会計年度任用職員以外の職員

　  ( ２ ) 　 一般職

区 分
職員数 合　 計

給　 料 職員手当 計

（ 千円）（ 人） （ 千円） （ 千円） （ 千円） （ 千円）

給　 　 　 　 与　 　 　 　 費
法定福利費

本
年
度

損益勘定支弁職員 4 10,856 5,850 16,706
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区 分
職員数 合計

報　 酬 職員手当

（ 人） （ 千円） （ 千円）

給　 　 　 　 与　 　 　 　 費

計

（ 千円）

本
年
度

損益勘定支弁職員 1 1, 808 743

前
年
度

損益勘定支弁職員 0 0 0

比
較

損益勘定支弁職員 1 1, 808 743 2, 990

法定福利費

（ 千円）

439

0

439

0

（ 千円）

2, 990

（ 千円）

2, 551

0

区　 　 分

期末勤勉
手　 　 当

通勤手当

（ 千円）

2, 551

職員手当
の内訳 本　 年　 度 694

　 　 イ 　 会計年度任用職員

0

比　 　 　 較 694 49 743

49 743

前　 年　 度 0 0

計

（ 千円）
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287, 321

平　  均　  年 　 齢 （ 歳） 40

　 ( １ ） 　 職員１ 人当たり の給与

令和６ 年４ 月１ 日

平 均 給 料 月 額 （ 円） 263, 067

平 均 給 与 月 額 （ 円）

２ 　 給料及び手当の状況

区　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 分 一　 般　 行　 政　 職

令和７ 年４ 月１ 日

平 均 給 料 月 額 （ 円） 299, 871

平 均 給 与 月 額 （ 円） 344, 286

平　  均　  年 　 齢 （ 歳） 39
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前   年   度

100. 0

２ 　 　 級 1 14. 3

４ 　 　 級 1 14. 3

６ 　 　 級 0 0. 0

3 42. 9３ 　 　 級

５ 　 　 級 1 14. 3

１ 　 　 級 1 14. 3

計 7

14. 3

４ 　 　 級 1

区　 　 　 分 級
一　 般　 行　 政　 職

職　 員　 数 （ 人） 構　 成　 比　 （ ％）

7

５ 　 　 級 1 14. 3

100. 0

14. 3

２ 　 　 級 1

　 ( ２ ） 　 級別職員数

本   年   度

６ 　 　 級 0 0. 0

３ 　 　 級 2 28. 6

１ 　 　 級 2 28. 6

計
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15 15吉無田国有林導水管布設使用料 15 0 0 3

963

水道施設台帳管理シス テム保守

4 4吉無田国有林導水管布設使用料 12 2 8 1

7, 000 7, 000吉無田湧水に係る 負担金 14, 000 2 7, 000 2

7, 400 1 1, 480 4 5, 920 5, 920

963

963

公用車リ ース 2, 128 4 1165 4 963

公用車リ ース 2, 128 4 1165 4

債務負担行為に関する 調書

( 単位： 千円)

他会計
繰入金

事          項 限度額

前年度末ま での
支払義務発生見

込額

当該年度以降の
支払義務発生予

定額

左の財源内訳

特定財源 損益勘定
留保資金
等財源期　 間

（ 年）
金  額

期　 間
（ 年）

金　 額
国　  県
支出金

地方債
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令和 6年度 水道事業会計 予定損益計算書 (補正４号)

（令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日まで）

千円 千円 千円
１ 営業収益

270,722(1) 給水収益

4,589(2) その他の営業収益

13,229 288,540(3) 受託工事収益

２ 営業費用

37,897(1) 原水及び浄水費

53,389(2) 配水及び給水費

48,666(3) 総係費

141,162(4) 減価償却費

1,120(5) 資産減耗費

12,545 294,779(6) 受託工事費

6,239営業損失

３ 営業外収益

1(1) 受取利息及配当金

2,404(2) 他会計補助金

24,632(3) 長期前受金戻入

5,106 32,143(4) 雑収益

４ 営業外費用

23,916 23,916 8,227(1) 支払利息及び企業債取扱諸費

1,988経常利益

５ 特別損失

1 1 △1(1) 過年度損益修正損

1,987当年度純利益

29,807前年度繰越利益剰余金

31,794当年度未処分利益剰余金
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令和  6 年度 水道事業会計　予定貸借対照表

(令和 7年 3月31日)

資  産  の  部

千円 千円 千円 千円

１  固定資産

(1)  有形固定資産

70,719イ  土地

72,176ロ  建物

21,953△50,223　  建物減価償却累計額

1,119,399ハ  構築物

550,656△568,743　  構築物減価償却累計額

1,969,182ニ  機械及び装置

351,351△1,617,831　  機械及び装置減価償却累計額

4,793,267ホ  送配水管

2,148,761△2,644,506　  送配水管減価償却累計額

17,480ヘ  量水器

12,308△5,172　  量水器減価償却累計額

9,521ト  備品

1,477△8,044　  備品減価償却累計額

28,079チ  建設仮勘定

18,895リ  車両運搬具

18,8950　  車両運搬具減価償却累計額

有形固定資産合計 3,204,199

(2)  無形固定資産

4,482イ  電話加入権

無形固定資産合計 4,482

3,208,681固定資産合計

２  流動資産

235,129(1)  現金預金

35,536(2)  未収金

△406 35,129　　  貸倒引当金

270,258流動資産合計

3,478,939資 産 合 計

負  債  の  部

３  固定負債
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(1)  企業債

1,556,854イ  建設改良費等の財源に充る企業債

1,556,854固定負債合計

４  流動負債

(1)  企業債

113,144イ  建設改良費等の財源に充る企業債

46,433(2)  未払金

1,252(3)  預り金

(4)  引当金

4,113イ  賞与引当金

164,942流動負債合計

５  繰延収益

1,708,495(1)  長期前受金

△1,133,269(2)  長期前受金収益化累計額

575,225繰延収益合計

2,297,021負 債 合 計

資  本  の  部

６  資本金

(1)  自己資本金

920,704イ  自己資本金

自己資本金合計 920,704

920,704資本金合計

７  剰余金

(1)  資本剰余金

21,376イ  受贈財産評価額

資本剰余金合計 21,376

(2)  利益剰余金

134,830イ  建設改良積立金

63,761ロ  災害準備積立金

31,794ハ  当年度未処分利益剰余金

9,454ニ  利益積立金

利益剰余金合計 239,838

261,214剰余金合計

1,181,917資 本 合 計

3,478,939負債資本合計
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 令和７ 年度 注記表 
 

Ｉ ． 重要な会計方針に係る 事項に関する 注記 

 地方公営企業会計基準を 適用し て財務諸表等を 作成し ている 。  

 
１ ． 固定資産の減価償却の方法 

（ １ ） 有形固定資産 

定額法 

・ 主な耐用年数 

建物      ５ ０ 年 

構築物     ５ ８ 年 

機械及び装置  １ ６ 年 

送配水管    ３ ８ 年 

備品       ５ 年 

     取替法 

 ・ 主な耐用年数 

量水器      ８ 年 

 
２ ． 引当金の計上方法 

 （ １ ） 賞与引当金 

    職員の期末手当及び勤勉手当、 こ れに伴う 法定福利費の支払いに備える ため、 当年度末における 支給見込額に基

づき 、 当事事業年度の負担に属する 額を計上し ている 。  

  （ ２ ） 貸倒引当金 

     債権の不能欠損によ る 損失に備える ため、 貸倒実績率等によ る 回収不能見込額を 計上し ている 。  

 
３ ． その他の注記 

（ １ ） 賞与引当金の取崩し  

     当年度において 、 職員の期末手当及び勤勉手当、 こ れに伴う 法定福利費の支払いを 行う た め、 賞与引当金

4,113,000 円を 取り 崩す予定である 。  

  （ ２ ） 消費税等の会計処理 

     消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によ っ ている 。  
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